
津山市長

１　見積対象工事

02-000125

工 事 名 津山スポーツセンターテニスコート人工芝張替修繕工事

津 山 市 公 告 第 ９ ４ 号

令 和 ２ 年 ７ 月 ７ 日

谷 口 圭 三

工 事 番 号

　競争見積を実施するので，次のとおり公告する。

・見積書及び見積内訳書は、別添の仕様書等に基づき作成すること。

・見積書は、入札(見積）書（様式第１号）を使用し作成すること。

・見積書は、消費税を抜いた金額で提出すること。

・見積書には見積内容（項目、数量、単価等）が分かる見積金額内訳書（様式第

　１５号）、見積内訳書及び産業廃棄物数量表を添付すること。

・見積内訳書の様式は指定しない。

・見積書（見積金額内訳書、見積内訳書及び産業廃棄物数量表を含む）は郵

　便での提出とし、一般書留で郵送すること。持参は受付けない。

　（郵送先 〒７０８－８５０１ 津山市山北５２０ 津山市総務部契約監理室 宛）

　※見積書の送付については、「見積書の郵送提出に係る封筒の記載等につい

　　て」を確認すること。

工 事 概 要 砂入り人工芝張替え　Ａ＝５，５４８㎡（Ｎ＝８面）

契 約 保 証 契約金額の１００分の１０以上

工 事 場 所 津山市　勝部　地内

工 期 令和　３年　２月２６日まで（予定）

見 積 上 限 価 格 ６８，０００，０００円（消費税相当額を含む。）

発 注 業 種 舗装工事

  令和　２年　７月２８日（火）から
　令和　２年　７月３０日（木）午後　５時１５分までに津山市契約監理室に必着

２　見積について

見積内容及び提
出方法等につい

て

開 札 日 時 　令和　２年　７月３１日（金）午前１０時００分から

見 積 提 出 期 間

開 札 場 所
　津山市水道局入札室
　※開札時間、場所については変更する場合がある。変更した場合は津山市ホー
　　ムページに掲載する。

開 札 に 関 す る
注 意 事 項

・立会者は１名とし、立会届出書（様式第３号）を令和２年７月３０日（木）午後
　５時１５分までに津山市契約監理室に提出すること（必着）。
　立会届出書を提出していない場合は、立会を認めない。
・見積金額内訳書、見積内訳書及び産業廃棄物数量表を添付していない場合は失格
　とする。
・この競争見積に関して、不正が行われたと認められるとき（その疑義が払拭でき
　ないときも含む。）は、競争見積の中止・取消し又は契約協議の保留・取消しの
　措置を行うものとし、その決定についての異議は認めない。
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３　見積に参加できる者に必要な資格要件

４　仕様書等について

そ の 他
　運動施設施工技士又は登録運動施設基幹技能者を非専任で配置すること。なお、
配置する運動施設施工技士又は登録運動施設基幹技能者は受注者に所属するか否か
は問わないが、適切に助言、指導等ができる者とする。

仕 様 書 等 に

関 す る 質 問

　仕様書等についての質問はＦＡＸのみで受付ける。
　・質問書提出先　ＦＡＸ：０８６８－３２－２１５０（津山市契約監理室）
　・質問締切日時　令和　２年　７月１５日（水）午後　５時１５分まで
　・回答掲載日時　令和　２年　７月１７日（金）午前１０時以降
　※回答はホームページに掲載する。質問が無い場合は、掲載等は行わない。

５　契約協議

見積参加資格等
に 関 す る 事 項

　舗装工事における令和２年度の津山市入札参加資格を有する業者であること。
なお、参加表明の必要はない。

　施設内の確認を希望する場合は、下記のとおり申し込むこと。
　・申込期限：令和　２年　７月　９日（木）午後　５時１５分まで
　・申込み先：津山市地域振興部スポーツ課（津山陸上競技場）
　　　　　　　電話（０８６８）２４－３７７３
　予定日
　・令和　２年　７月１３日（月）又は１４日（火）の次の時間帯で調整する。
　　午後１時から午後４時
　・そ の 他：現地確認時において質問等は受付けない。

　日本国内で平成１７年４月１日以降に完成した各種球技場・運動場の施工面積が
１，０００㎡以上の人工芝敷設工事の元請（共同企業体による施工の場合は、出資
率２０％以上の工事に限る（以下同じ。）。）実績を有していること。

仕 様 書 等 の

取 得 に つ い て

　津山市ホームページからダウンロードすること。その他の方法では配付は行わな

い。

契 約 協 議

　見積上限価格以下の価格をもって（低見積の場合は調査を行い）最も低い見積額
を提示した者と、参加資格及び仕様書等で求める条件（見積内訳書により確認）を
満たしているかを審査した後に、契約について協議する。
　なお、低見積の調査は「競争見積に関する低見積調査制度の取扱い要領」に基づ
いて行う。
　また、契約協議の該当者が複数いる場合は、くじ引きにより優先的に協議する者
を決定する。

　法に定める一級土木施工管理技士又は、一級建設機械施工技士を専任で配置でき
ること（ただし、技術者の専任配置は令和３年１月４日からとする）。また、法第
２６条第２項に該当する場合は監理技術者（監理技術者講習についても受講済みで
あること）の資格を有していなければならない。

　建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）に基づく、舗装工
事に係る建設業の許可を受けていること。また、法第１６条に該当する場合は特定
建設業の許可を受けていること。

地 域 要 件 及
び ラ ン ク 又
は 総 合評定値
の 点 数

　次の①、②いずれかに該当すること。
①市内業者にあっては、舗装工事のＡランク以上。
②市外業者にあっては、最新の経営事項審査における、舗装工事の総合評定値が１
０００点以上であること。

建 設 業 の 許 可

施 工 実 績

現 地 確 認

配 置 予 定
技 術 者

　　市内登録業者のランクは津山市契約監理室のホームページに掲載して
　いるので参照のこと。
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６　見積参加資格の確認（事後審査）の提出書類

７　その他

提 出 書 類

・この公告に定めの無い事項については、「津山市建設工事等入札ガイドライン」及び「津山市建設工
事一般競争入札（事後審査型制限付き）公告共通事項」を準用する。

・競争見積参加資格確認申請書（様式第２号）
・市外業者にあっては最新の「経営規模等評価通知書・総合評定値通知書」の写
　し。
・施工実績調書（様式第４号）及び(財)日本建設情報総合センターの竣工時工事
　カルテ受領書の写し、又は施工内容が確認できる、契約書、図面、設計内訳書等
　の写し。
・配置予定技術者の健康保険証の写し。
・配置予定技術者の資格者証、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の
　写し。
・配置予定運動施設施工技士又は登録運動施設基幹技能者の健康保険証の写し。
・配置予定運動施設施工技士又は登録運動施設基幹技能者の資格者証（認定証又
　は講習修了証）の写し。

津山市総務部契約監理室
電 話：０８６８－３２－２０１９
ＦＡＸ：０８６８－３２－２１５０

《問い合わせ先》
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